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古紙について

　古紙は、ぬれていてもリサイク
ルに支障はないので、雨天でも回
収します。
　配布済みの「家庭用　資源・ご
み収集日程表」記載のとおり、種
類ごとに紙ひもなどで束ねるか、
紙袋に入れて結び、中身が出ない
ようにして出してください。

※シュレッダー細断紙は飛び散る
おそれがあるため、袋に入れて
あっても回収しません（有価物集
団回収（廃品回収）に出すか、碓氷
川クリーンセンターに直接搬入し
てください）
※ビニール袋に入れて出すと、古
紙と判断できないため回収しませ
ん
※防水加工された紙、印画紙、食
品残渣のついた紙などは出せませ
ん（詳しくは「家庭用　資源･ごみ
収集日程表」を参照）

古着・古布について

　古着・古布は、ぬれるとカビ発
生の原因になり、リサイクルでき
なくなるので、雨天時は出さない
でください。出す場合は透明か半
透明のビニール袋に入れ、水が入
らないよう封をしてください。

※燃えるごみ指定袋を使用する場
合は、燃えるごみと区別するた
め、袋の見やすい場所に「古着」
と書いてください
※ボタン・ファスナーなどは取ら
ずにそのまま出してください
※布団類、カーペット、汚れが著
しいものなどは出せません（詳し

くは「家庭用　資源･ごみ収集日
程表」を参照）

クリーンセンターに直接搬入

　年末年始を除く月～金曜日の午
前8時30分～11時30分、午後1時
～4時30分の間に、種類ごとに分
別して搬入してください（処理手
数料はかかりません）。

※資源ごみのごみステーション回
収（行政回収）は、有価物集団回収
（廃品回収）を補てんするため行う
ものです。できるだけ、地域の団
体が実施する有価物集団回収をご
利用ください

資源ごみのリサイクルにご協力ください

資源ごみ（古紙、古着・
古布）の出し方について

　市は、資源ごみ（古紙、古
着・古布）のごみステーション
回収（行政回収）を毎月1回実
施しています。ごみの量を減
らしリサイクル率を高めるた
め、ご協力をお願いします。

■問 □ク 環境政策課廃棄物対策係（☎内線1881）

古紙行政回収量・売却代金について

　燃えるごみとして焼却している約半分は紙類・布類です。その中には、正しく分別すれば資源としてリサイ
クル可能な古紙・古着・古布が多く含まれています。各家庭で資源物の分別に取り組んでいただき、ごみ減量
化・資源化にご協力をお願いします。

令和6年度の実績　回収量　448,430㎏　　売却金額　3,110,650円
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■問 ・■申 □松 農林課林政鳥獣対策係
（☎内線2617・2618・2619）

　近年、竹林の生育面積の拡大と
それに伴う森林の荒廃が問題と
なっています。その他、住宅地や
農地では地下茎による隣地への侵
入や日照不足、積雪時の倒竹によ
る道路通行への支障など、さまざ
まな環境問題が生じています。
　市は、市民の住環境の向上を図
る目的で、市民が自主的に行う竹
林の管理に対して竹を駆除するた
めの薬剤の供与と、注入用器具お
よび竹粉砕機の貸与を行っていま
す。

対象となる取組
　市内に竹林を所有する人または
委任を受けた人が、自主的に行う
竹林の管理活動

助成内容
◎薬剤の供与
　竹1本あたり10mlの薬剤を供与
します。原則として1,000本まで
対象になります。ただし、竹林の
面積のうち500㎡の範囲における
竹に限り、追加で認定できます。
本数を数えるのが難しい場合は、
一般的な竹林の平均密度（1㎡当
たり2本）を元に、供与する薬剤
を算定します。
◎作業器具、薬剤注入用器具の貸与
　竹に穴を開ける充電式ドリルと
薬剤注入用器具を貸与します（14
日以内）。
◎竹粉砕機の貸与
　伐採した竹を粉砕する竹粉砕機
を貸与します（7日以内）。なお、

竹以外は粉砕できません。
　竹粉砕機の燃料代や管理費な
ど、利用にかかるすべての費用
は、貸与を受けた人の負担となり
ます。料金は□松 農林課林政鳥獣対
策係にお問い合わせください。
■応 市■HP から書式をダウンロードま
たは□松 農林課林政鳥獣対策係で申
請書・借用書を受け取り、管理計
画書・位置図・竹林の現況写真
（2枚以上）を持参のうえ、申請し
てください。

竹林の管理に困っていませんか

■問 □本 税務課固定資産税係（☎内線1070）

　市は、固定資産税の評価額算定
のため、令和7年1月2日から令和
8年1月1日までに新築・増築した
家屋を対象に、家屋調査を行って
います。

　工事が完了した家屋の調査日
は、都合のよい日時をご連絡いた
だければ日程調整しますのでご相
談ください。
　

※家屋を取り壊した場合は「家屋
滅失届」を提出してください（家
屋滅失届は□松 住民福祉課税務保険
係でも申請できます）

新築・増築家屋の調査について

■問 □本 福祉課福祉相談係（☎内線1191）

　4月1日付で、鳥越さん（再任）、
嶋田さん（再任）、上原さん（新任）
が行政相談委員に委嘱されました。
　行政相談委員は、総務大臣から
委嘱を受け、市民の皆さんの身近
な相談相手として国など行政機関
の業務に対する苦情や意見・要望
を聞き、解決を手助けします。相
談無料、秘密は厳守されます。
　右記日程で定例行政相談所を開
設していますので、お気軽にご相
談ください。

定例行政相談所
■場 □本 第2相談室
■日 毎月第1・3木曜
■時 午前9時～11時30分

■場 □松 第5会議室
■日 毎月第1月曜
■時 午後1時30分～4時

行政相談委員の皆さんを紹介します

鳥越　一成さん
（再任）

嶋田　一弘さん
（再任）

上原　正己さん
（新任）


